
各務原市公告第２８号 

 

各務原市は、入札後審査方式一般競争入札により物品を売り払うことについて、次

のとおり公告する。 

 

令和８年４月１３日 

各務原市長  浅 野 健 司      

 

 

１ 入札に付する事項 

（１）売払物品 ①ＧＩＧＡスクール端末 ｉＰａｄ第７世代 Ｗｉ－

Ｆｉモデル 

②ＧＩＧＡスクール端末の附属品（ＡＣアダプタ・充電

ケーブル・キーボード・ケース） 

（２）予定数量 １０，８５０台。ただし、附属品については、これと一

致しないものがある。 

（３）予定価格 事後公表（予定価格に達しないときは、再入札となる場

合がある。） 

（４）特記事項 売払物品は、各務原市立の学校等で現在使用されている

端末及び附属品であり、令和８年８月までに市が回収

し、現状のまま引き渡しを行うこととするため、傷、不

具合等のあるものが含まれる可能性がある。 

２ 入札に参加する者に必要な資格 

（１）入札公告日現在で各務原市競争入札参加資格者名簿に登載されていること。 

（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項各号のい

ずれにも該当しない者であること。 

（３）地方自治法施行令第１６７条の４第２項各号のいずれかに該当し、その事実が

あった日から２年を経過していない者でないこと。 

（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て、民

事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立て又は破産

法（平成１６年法律第７５号）に基づく破産手続開始の申立てがなされていない

者であること。ただし、会社更生法に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生



法に基づく再生手続開始の申立てがなされている者であっても、更生計画の認可

が決定し、又は再生計画の認可の決定が確定したもので、各務原市の入札参加資

格に係る再審査を受けているものについては、当該申立てがなされていないもの

とみなす。 

（５）入札公告日以後に各務原市競争入札参加資格停止措置要綱（平成１４年９月３

０日決裁）に基づく資格停止の措置の対象となっていない者であること。 

（６）入札公告日以後に各務原市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱（平

成２２年７月２３日決裁）に基づく排除措置の対象になっていない者で、同要綱

別表に掲げる排除措置要件に該当しないこと。 

（７）入札公告日から引き続き、使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法

律（平成２４年法律第５７号）第１０条第１項に規定する再資源化事業計画（使

用済小型電子機器等の収集を行おうとする区域に岐阜県を含むものに限る。以下

同じ。）について、同条第３項の認定を受けている者であること。 

（８）令和７年度における前号の再資源化事業計画に基づくパソコン又はタブレット

の処分台数が１の表（２）に定める予定数量を上回る者であること。 

３ 契約に当たって付する契約条件 

（１）令和８年１１月３０日（月）までに、仕様書に定めるところにより、売払いを

受けたＧＩＧＡスクール端末に含まれるデータの消去を確実に実行し、当該ＧＩ

ＧＡスクール端末ごとにデータ消去に係る完了証明書を発行すること。 

（２）売払いを受けたＧＩＧＡスクール端末については、２（７）の再資源化事業計

画に従い、適切に再使用及び再資源化を実施すること。 

４ 契約に付する事項 

（１）入札保証金 免除 

（２）契約保証金 免除 

（３）契約書作成の要否 要 

（４）契約締結に対する

議会の議決 

要 

この契約は、各務原市議会の議決に付すべき契約及び財

産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年条例第４

号）第３条の規定による議会の議決に付すべき財産の処

分に該当し、議会の議決が必要である。 

（５）違約金 入札実施要領に示すとおりとする。 

５ 入札の場所及び日時、入札の無効その他入札について必要な事項 



  入札実施要領に示すとおりとする。 

６ 担当課 

  各務原市教育委員会事務局教育総務課 

（１）所在地 〒５０４－０９１２ 

各務原市那加桜町２丁目１８６番地（産業文化センター７階） 

（２）電話 ０５８-３８３－１１１７（直通） 

（３）メールアドレス kysomu@city.kakamigahara.gifu.jp 
 


